
規

則 

 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 

 
 

令
和
二
年
七
月
三
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
七
十
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
四
保
健
医
療
部
の
表
保
健
医
療
政
策
課
の
項
中
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
削
り
、
第

十
号
を
第
七
号
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

                 

 

       

課策対症染感 

三 

新
型
イ
ン
フ
ル

あ 

二 

予
防
接
種
法
（
昭

和
二
十
三
年
法
律

第
六
十
八
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事

務 

一 

感
染
症
の
予
防

及
び
感
染
症
の
患

者
に
対
す
る
医
療

に
関
す
る
法
律
（
以

下
こ
の
項
に
お
い

て
「
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
に
関
す
る

事
務 

１ 

法
第
七
条
第
一
項 

 

１ 

法
第
十
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、

感
染
症
の
予
防
の
た

め
の
施
策
の
実
施
に

関
す
る
計
画
を
定
め

る
こ
と
。 

２ 

法
第
三
十
三
条
（
法

第
七
条
第
一
項
に
よ

り
定
め
ら
れ
た
政
令

に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及

び
第
五
十
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、

交
通
を
制
限
し
、
又

は
遮
断
す
る
こ
と
。 

１ 

法
第
二
条
第
七
号
の
規
定
に
基

あ 

 

予
防
接
種
法
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
臨
時
の
予
防
接
種
を

行
い
、
又
は
市
町
村
長
に
行
う
よ
う

指
示
す
る
こ
と
。 

１ 

法
第
十
六
条
の
二
の
規
定
に
基

づ
き
、
医
師
そ
の
他
の
医
療
関
係

者
に
対
し
、
措
置
の
実
施
に
対
す

る
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
。 

２ 

法
第
三
十
八
条
第
九
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
指
定
医
療
機
関
の
指

定
を
取
り
消
す
こ
と
。 

 



                                  

 
 

エ
ン
ザ
等
対
策
特

別
措
置
法
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
に
関
す
る

事
務 

 

の
規
定
に
基
づ
き
、

都
道
府
県
行
動
計
画

を
作
成
す
る
こ
と
。 

２ 

法
第
二
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
都
道
府
県
対
策

本
部
を
設
置
す
る
こ

と
。 

３ 
法
第
二
十
三
条
第

二
項
第
五
号
の
規
定

に
基
づ
き
、
都
道
府

県
対
策
本
部
の
本
部

員
を
任
命
す
る
こ
と
。 

４ 

法
第
二
十
三
条
第

三
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
都
道
府
県
対
策

本
部
の
副
本
部
長
を

指
名
す
る
こ
と
。 

５ 

法
第
二
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
指
定
地
方
行
政

機
関
の
長
等
に
対
し
、

そ
の
指
名
す
る
職
員

の
派
遣
（
医
療
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）

を
す
る
よ
う
求
め
る

こ
と
。 

６ 

法
第
二
十
四
条
第

六
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
総
合
調
整
の
関

係
機
関
に
対
し
、
新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
対
策
の
実
施
の
状

況
に
つ
い
て
報
告
又  

づ
き
、
指
定
地
方
公
共
機
関
（
医

療
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再

生
医
療
等
製
品
の
製
造
又
は
販
売

等
の
公
益
的
事
業
を
営
む
法
人
に

限
る
。
）
を
指
定
す
る
こ
と
。 

２ 

法
第
八
条
第
五
項
（
同
条
第
八

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
町

村
行
動
計
画
に
つ
い
て
、
市
町
村

長
に
対
し
、
必
要
な
助
言
又
は
勧

告
を
す
る
こ
と
。 

３ 

法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
指
定
行
政
機
関
の
長

等
に
対
し
、
当
該
機
関
の
職
員
の

派
遣
（
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
要
請
す
る
こ
と
。 

 



                                  

10 

 
 

 

は
資
料
の
提
出
（
医

療
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
を
求
め
る
こ

と
。 

７ 

法
第
三
十
一
条
第

三
項
（
法
第
四
十
六

条
第
六
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基

づ
き
、
医
療
関
係
者

に
対
し
、
患
者
等
に

対
す
る
医
療
等
を
行

う
べ
き
こ
と
を
指
示

す
る
こ
と
。 

８ 

法
第
三
十
三
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
関
係
市
町
村
長

等
及
び
指
定
公
共
機

関
等
に
対
し
、
必
要

な
指
示
（
医
療
に
係

る
も
の
に
限
る
。
） 

 

を
す
る
こ
と
。 

９ 

法
第
三
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
他
の
都
道
府
県

知
事
等
に
対
し
、
応

援
（
医
療
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
を
求

め
る
こ
と
。 

 
 

法
第
四
十
八
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
同
条
第
一
項
の

措
置
の
実
施
に
関
す

る
事
務
の
一
部
を
特  
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定
市
町
村
長
が
行
う

こ
と
と
す
る
こ
と
。 

 

法
第
四
十
九
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
臨
時
の
医
療
施

設
を
開
設
す
る
た
め
、

土
地
等
を
使
用
す
る

こ
と
。 

 
 

法
第
五
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
医
薬
品
等
販
売

業
者
で
あ
る
指
定
公

共
機
関
等
に
対
し
、

医
薬
品
、
医
療
機
器

又
は
再
生
医
療
等
製

品
の
配
送
を
行
う
べ

き
こ
と
を
指
示
す
る

こ
と
。 

 
 

法
第
五
十
五
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
特
定
物
資
（
医

薬
品
、
医
療
機
器
そ

の
他
衛
生
用
品
及
び

再
生
医
療
等
製
品
に

限
る
。
次
の 

に
お

い
て
同
じ
。
）
を
収

用
す
る
こ
と
。 

 
 

法
第
五
十
五
条
第

三
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
特
定
物
資
の
生

産
等
を
業
と
す
る
者

に
対
し
、
そ
の
取
り

扱
う
特
定
物
資
の
保

管
を
命
ず
る
こ
と
。  

 

14 



        

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
七
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。 

15 

 
 

 
 

法
第
五
十
六
条
第

三
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
同
条
第
二
項
の

措
置
の
実
施
に
関
す

る
事
務
の
一
部
を
特

定
市
町
村
長
が
行
う

こ
と
と
す
る
こ
と
。  

 


